
適用法令 消防法

法規制

対象物質

一般名称（危険物分類） 略号

トルエンジイソシアネート（第４類第三石油類 非水溶性液体） TDI

ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート（第４類第四石油類） PMDI

ヘキサメチレンジイソシアネート（第４類第三石油類 非水溶性液体） HDI

イソホロンジイソシアネート（第４類第三石油類 非水溶性液体） IPDI

水添ジフェニルメタンジイソシアネート（第４類第三石油類 非水溶性液体） 水添MDI

ポリエーテルポリオール（第４類第四石油類） PPG

取扱事業者

の主な義務

（法第2条7）
危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の
性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

常温で液体のイソシアネート類やポリオール類などのポリウレタン原料の多くは、
引火点により危険物第四類の第3石油類または第4石油類に該当し、危険物の種類
により指定数量が規定されている。常温で固体のモノメリックMDIは危険物に該
当しない。

（法第10条第1項）
指定数量以上の危険物は、貯蔵所（車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯
蔵し、又は取り扱う貯蔵所（以下「移動タンク貯蔵所」という。）を含む。以下
同じ。）以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所
でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受け
て指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、
この限りでない。
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